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第 4 報告

人工林業 ・ 私有林業に軸足を移 したゼ ロ 年代の北海道林業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早尻　正宏 （山形大学）
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　国有林や道有林 などの 公的所有林が広が り、人工 林率が全国に比べ て低 い と い う特徴を

もつ 北海道林業 を、 戦後長 ら くリ
ー

ドして きた の は、公 的所有林に お け る採取的林業で

あっ た。だが 、1997 年に 人工林の 伐採量が天然林を上回 り、また、1999 年には民有林の

伐採量が 国有林を上回 る中で、「開拓期以 来の北海道林業 の 基本構造は 20世紀最終盤 に

天然林業か ら人工 林業 へ
、 国家的 ・公 的林業 か ら私有林業 へ と転換」 （神沼、2012、12

頁）
1）

し た。

　2000年代 （以下、ゼ ロ 年代） は人工 林業 ・私有林業が より一層拡大 し た時期で あり、

北海道林業は ゼ ロ 年代 を通 じて 「比較的安定 し て い た 公共事業の 世界か ら競争原理が 貫か

れる川下が支配する世界」に転換 した とい う こ とが で きよう．なお、こ こ で い う 「公共事

業」 とは国有林や道有林の 事業だけで な く、

一
般民有林の 造林補助事業な ども含む多義的

な もの で あ る。今回の 報告で は、道 内有数の林業地で あるオ ホ
ー

ツ ク 地方の 東部に所在す

る、ゼ ロ 年代に合併 し たすべ て の森林組合 と、い わゆ る道有林業者に焦点 を当て て 、 上 記

の よ うな北海道林業の 現局面を素描 してみ た い
。

　オ ホ ー
ツ ク 東部地 域の 合併森林組合 （北見広域、網走地区、新生紀の 3 組合）は、ゼ

ロ 年代に登場 し た大規模な合板工場等の 素材需要に応える べ く、 民間業者 と競 り合 うかた

ち で 、収穫段階に達し た
一

般民有林の カ ラ マ ツ 人工 林の 主伐 （皆伐）に 本格的に 乗り出し

て い た。その 結果、事業総収益は拡大傾向が続 き、主要な収益源 は森林整備部門か ら販売

部門に置 き換わ っ た
。

た だ、販売部門 の 急拡大に財務基盤の 強化が追 い つ い て お らず、与

信管理 の ため （販売代金の回収の リス クを小 さくするため）、北海道森林組合連合会 を介

し て 丸太等を販売す る傾 向が強ま っ て い た 。 また 、 販売部門の事業量 増に力を入 れ る
一

方

で 、苗木の 不足や造林補助金の 上限、育林労働力の 不足に より森林整備に手が回 らな くな

るケ
ー

ス もみ られた 。 組合経営は素材需要や 木材価格の 変動 を直接受け るよ うに な り、

リーマ ン シ ョ ッ ク時には事業総収益 が急減す るな ど景気動向に左右されや すい 経営体質と

な っ た 。 なお 、 3組合 は い ずれ も直営作業班 を保有 して お らず、組合の 中には事業量増 に

対応す るた め、従来関係の薄 か っ た国有林業者や道有林業者 を活用する動 きもみ られた 。

　こ うし た一般民有林の 動 き とは対照的に道有林の 事業量 は低迷傾 向が続く 。 道有林は事

業実行の パ ー
トナ

ーと して 「中核事業体」 （事業協同組合） を育成 して きた が （早尻 ・柳

沢、2005＞
2）
、オ ホ

ー
ツ ク東部地方の 「中核事業体」で ある北見森づ くり協同組合を構成

する道有林業者で は、国有林の入札に参加 した り、森林組合 の仕事を請 け負 っ た りするこ

とで 事業量 を維持す る動きがみ られ た 。 た だ、一
般競争入札が全面的に導入 されて い る国

有林 か らの 受注量は不安定で 、経営の柱 とはな り得て い な か っ た 。 それに対 して 、道有林

で は随意契約 を団地育林事業で 9割 （2007 〜 2012 年度の 事業費 ベ ース、以下同 じ）、 立

木販売で 6 割程度維持 して お り、 経営 を安定 させ る上 で依然 、重要な位置 を占め て い た 。

ただ、道有林は
一
般競争入札を拡大する動きを強めて おり、また、事業量が大幅に増加す

る様子 もない こ とか ら、道有林業者の 中に は受注先の 多角化に活路 を見出す動 きと同時

に 、退職者の 非補充と い っ た か た ちで 人員を削減す る動きもみ られた。

　「比較的安定 して い た公共事業の 世界 か ら競争原理 が貫か れ る川下が支配する世界」へ
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の転換は、北海道林業にお ける国有林業者、道有林業者、森林組合の 「仕切 り」を流動化

させ た 。 事例か らみえて きた の は、事業量急増や既存請負事業体の 弱体化を受 けて 国有林

業者や道有林業者 を活用する森林組合の 姿で あり、国有林の 入札に顔を出しつ つ 森林組合

の下請に も入 る道有林業者の姿で あ っ た 。 そこ で は 、 経営の不安定感 が増 しつ つ ある道有

林業者 だけで な く、川 下の需要動向に 経営を左 右 され る よ う に な っ た森林組合 にお い て

も、林業労働力の 安定的な確保 ・育成が難 し くなりつ つ あ っ た点も最後に指摘 して おきた

い 。
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コ メ ン ト

林業 ・ 木材産業の 発展をめ ぐる二 つ の論点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋瀬　拓也 （森林総合研究所北海道支所）
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　 コ メ ン トに あた っ て 主催者側か らの 求め は 二 つ あ り、一
つ は北海道の 産地構造 に つ い て

補足 を、もう
一

つ は合板 ・製材な ど の 巨大加工 資本 の 立地 論の 目線か ら コ メ ン トをと い う

もの で あっ た 。 これ を踏まえ、コ メ ン トは、（1）北海道の 産地構造に 関す る補足、（2）テ
ー

マ と論点、（3）大型林産工 場 の 立地 の 観点か らコ メ ン ト
ー とい う構成 をとる こと と した 。

　第一の 、北海道の産地構造に関する補足 につ い て 、本道で は森林資源に比べ て林産工 場

によ る素材需要が小 さく、 内容的に も安価 な中小径材に偏るな ど、木材需要が質的 ・量的

に不十分な こ と、こ の こ と が 、成長量に比 した時の 伐採活動の 低調 さや、海上運賃をか け

て ま で 行われる道外へ の素材移出の
一

因と考 えられ るこ とを述べ 、新用途の 開発や工場の

建設 に よる域内素材需要の 質的 ・量的拡大 が当地の 課題で ある との見方を示 した 。

　第二 の 、テ
ー

マ と論点に関 して は、「ポ ス ト流域林業政策期にお ける産地形成 の 多様化」

と い うテ
ー

マ に つ い て 、 主 催者側か らの よ り具体的な趣 旨説明が な され るべ き と した上

で 、論点になると思われた点をい くつ か 示 し た。まず、  「ポ ス ト流域林業政策期」 とい

う画期 を設定 した意 図とその 妥当性、  「産地」が指すの が森林 （資源）・林業 ・木材産

業の い ずれで ある か 、  多様化の より具体的なイ メ ージーの 各点に つ い て、論点を明確に

す るために補足が必要で あ る と した 。 次 に、  と関連 して、藤掛 （2009）　
i｝

で 提起 された

「規模拡大 ・生産効率化の 道が抱 える二 つ の 問題」 を引 き、近年建設が進 む大型林産工 場

と地域森林資源の 劣化と の 関連性 と 、森林資源 の 充実 をみ なが ら林業 ・林産業の 発展か ら

取 り残 され て い る地域の 発生状況 と発生要因一
の 2点 に つ い て 、各地域の 事例か ら感触

が得 られない か と い う要望 を述べ た 。また 、  につ い て は、私 と し て差 し当た り思 い 浮か

ぶ の が、立 地、製品、資本の 多様化である とした。

　第三 の 、大型林産工 場の 立 地の観点か ら コ メ ン トに つ い て は、まず、前項で示 した論点

を踏 まえつ つ 、国内製材業 ・合板工業 の 展開を概説 し た
。 製材業につ い て は、2000年代

半ばまで の 外材製材の 状況 として 、産地 ごとに特定の 樹種 ・品目へ の 特化が進み、特に競
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